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 安倍政権は、地方公務員の賃

金を今年７月から 7.8％引き下

げることを地方自治体に求め、

来年度の地方交付税を減額しま

した。地方交付税は、国から地

方自治体に交付されるお金で、

人件費のほか様々な住民サービ

スに使われています。 

 本来、地方公務員の給与は、

自治体が自主的に条例をつくっ

て定めるのが原則です。国が一

方的に下げ幅を示し、兵糧攻め

のように交付金を削減し、給与

削減か住民サービスの切り下げ

かを迫るやり方は許されませ

ん。 

 熊本市においても、これまで職員

の削減や給与の減額が毎年のよう

に実施されてきました（表を参照）。 
公務員給与を参考に賃金を定め

ている民間企業も少なくありませ

ん。民間の賃金は 1997 年をピーク

に年間 59 万円も下がり、所得は落

ち込む一方です。公務員給与の削減

は、こうした所得引き下げの悪循環

をさらに深刻化させます。 
 長引く不況の最大の原因は、国民

の所得が奪われ、消費が低迷してい

ることです。今必要なことは、賃下

げの連鎖による所得の減少を断ち

切ることです。 
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活
相
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所
の
「
新
春
の
集
い
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先
日
、
私
の
生
活
相
談
所
の
「
総
会
」
と
「
新
春
の
集

い
」
を
行
い
ま
し
た
。
相
談
所
を
支
え
る
ス
タ
ッ
フ
の
方
、

実
際
に
相
談
に
来
ら
れ
た
多
く
の
方
に
も
参
加
い
た
だ

き
、
交
流
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

改
め
て
１
年
間
の
活
動
を
振
り
返
っ
た
と
き
、
貧
困
に

よ
る
生
活
苦
に
直
面
し
、
駆
け
込
ま
れ
た
方
が
増
え
て
い

る
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま
す
。 

リ
ス
ト
ラ
で
収
入
が
途
絶
え
、
ア
パ
ー
ト
を
失
い
、
三

の
丸
公
園
で
１
ヶ
月
も
寒
さ
を
凌
い
で
き
た
青
年
。
相
談

に
駆
け
込
ん
だ
時
の
所
持
金
は
１
０
０
円
ほ
ど
で
、
命
の

危
機
に
直
面
を
す
る
ま
で
我
慢
を
続
け
て
き
た
そ
う
で

す
。
苦
難
を
全
て
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
少

し
で
も
軽
減
で
き
る
よ
う
力
を
尽
く
し
ま
し
た
。 

相
談
活
動
を
通
じ
て
最
も
嬉
し
く
思
う
瞬
間
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
相
談
に
来
ら
れ
た
方
が
、
解
決
へ
の
過
程

で
、
苦
難
の
根
源
を
見
抜
き
、
将
来
へ
の
展
望
を
見
出
す

な
か
で
、
今
度
は
人
を
助
け
る
側
と
し
て
力
を
尽
く
す
姿

に
触
れ
た
時
で
す
。 

福
祉
の
切
り
捨
て
な
ど
冷
た
い
政
治
に
対
し
て
、
人
の

連
帯
で
立
ち
向
か
い
た
い
。「
生
活
相
談
所
が
こ
う
し
た
取

り
組
み
の
母
屋
と
な
る
よ
う
頑
張
ろ
う
」
と
決
意
を
新
た

に
し
た
新
春
の
集
い
で
し
た
。 

 全国２０の政令指定都市の市長で構成する「指定

都市市長会」は、１月２２日、「地方公務員給与の削

減を一方的に強制することは容認できない。自主的

かつ適切な対応を図ることができるよう地方交付税

の確保」を求める緊急要請を行っています。 

２月２５日…開会・提案理由説明 

  ２６日…予算委員会・常任会（補正予算） 

  ２８日…締めくくり質疑（補正予算） 

３月 ４日…質疑・討論・採決（補正予算） 

 ６～８日…一般質問 

  １４日…総括質疑（当初予算） 

  １８日…予算委員会・常任会（当初予算） 

  ２２日…締めくくり質疑（当初予算） 

  ２６日…質疑・討論・採決・閉会 

３月８日(金) １０時～ 

議会棟５階・本会議場 

３月議会でますだ

牧子議員が一般質

問を行います。ぜ

ひ傍聴にお越しく

ださい。 



新市街への「民間場外車券売場開設」反対 
 住民代表と党市議団で九州経済産業局に陳情 

「サテライト熊本新市街」の 

熊本市「使用予定方針」書の撤回を！ 
  1 月 24 日、「食肉センター廃止問題」の集中審査で、経済委員

会が開催されました。ところが、農水商工局長は、委員会での審議

終了後、突然、新市街への民間場外車券売場について、国（経済産

業局）が設置許可した場合は「使用する予定」との報告を行いまし

た。熊本市は、12月の経済委員会では、当初「総合的に勘案し、熊

本市としては、設置に同意する方針」でした。しかし、地元からの

反対陳情や、開設予定地の半径 1 キロ圏内の 72 自治会の中で、反

対 12、中立１あることから、「同意」を撤回していました。 

住民合意のない「場外車券売場開設」は中止を 

熊本市は、1月 24日の経済委員会では、地元自治体としての同意

や反対の表明はせず、「地域の調整が図られているかどうかの判断

は、設置許可者である国に委ねる」と表明しました。 

一見、熊本市は、反対しているように見えます。しかし、市の「使

用予定方針」は、「開設許可」に必要な重要文書です。開設されれ

ば、熊本市が、「管理施行者」として、その運営を仕切ることにな

ります。ＮＰＯ法人熊本クレ・サラ被害をなくす会や、春竹校区自

治会連合会長・本荘校区自治協議会長等からは、「場外車券売場開

設反対」陳情が出されるなど、住民合意は図られていません。 

熊本市は「使用予定方針」文書を撤回するべきです。 

2月 8日、住民代表と益田牧子市

議は、九州経済産業局に出向き、

新市街の「場外車券売場開設」反

対の陳情を行いました。 

「ギャンブルの街では寂れるば

かりです」等と設置許可をしない

ように求めました。日本共産党赤

嶺政賢衆院議員・九州沖縄ブロッ

ク事務所江田氏も同席しました。 
 

「ギャンブルの街」では、寂れるばかりです 

客観的な「動線調査」に基づく指導を！ 
 国の場外車券場「設置許可基準」は、「学校その他の文教施設及び病

院その他の医療機関から相当の距離を有し、文教上又は保健衛生上著

しい支障をきたす恐れがないこと」や施設要件等です。 

九州経済産業局の担当者の話では、開設予定地までの「動線調査」

に基づく周辺の同意がきわめて大切なことが分かりました。 

開設者は、独自調査をし、「交通センター方面からのバスが 50％、電

車が 25%」と報告しています。しかし、熊本市の商店街通行量調査では、

新市街の開設予定地近くは、交通センター方面ばかりでなく、下通り

方面からの通行量もほぼ同じです。熊本市は、開設者による「動線調

査」でなく、市の客観的な調査に基づき、指導を行うべきです。 

 

日本共産党 市議会だより 2013 年 2月 17日 

九州経済産業局に申し入れをする 
住民代表と益田市議 


